
日 時 ： 2018年3月6日（火）　13：30～17：00（開場 13：00）

会　　　場 ： トムソン・ロイター　赤坂オフィス　セミナールーム　東京都港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー30階
　　　　　 http://www.biztower.net/access/img/access.pdf

申 込 先 ： webサイトよりお申し込みください。 
　　　　　http://www.westlawjapan.com/event/seminar/180306.html

定 　　員 ： 50名 ※申込み多数の場合は、抽選の上、抽選結果をご登録のメールアドレスにお送りします。

参 加 費 ： 無料

※本セミナーは、企業の法務・知財部門のご責任者ならびに実務ご担当者を対象としています。個人のお客様や同業者（社内弁護士を除く）の方につきましては
　ご参加をお断りしますので、予めご了承ください。
※講演レジュメは、お一人様 1部、講演参加者にのみ配布いたします。万一ご欠席された場合はお渡しできません。

TMI総合法律事務所&ウエストロー・ジャパン共催セミナー
「調査対応で慌てないための景品表示法実務対応」
講師　TMI総合法律事務所  弁護士　白石 和泰 / 藤井 大悟
景品表示法に基づく措置命令は、平成27年度は、年間16件（うち都道府県によるもの3件）と低調でしたが、平成28年度は28件に回復しております。
平成29年度も、第3四半期までにすでに46件（うち都道府県によるもの5件）の措置命令がなされており、執行が強化されている傾向にあります。
また、ご案内のとおり、景品表示法は、平成26年の春・秋に2度に渡り大規模な改正がなされております。この点、春改正で導入された表示管理体制
の義務化については、平成26年の12月1日より施行され、表示管理体制に関する消費者庁の事業者に対する指導・助言数も、平成28年度は100件に
及んだとされています。また、秋改正で導入され、大きなインパクトを与えた課徴金制度は平成28年4月1日から施行されており、平成28年度に1件、
平成29年度も第3四半期までに4件の課徴金納付命令がなされています。このように改正法下での消費者庁による法執行の実績も積み上がって
きているところです。
そこで、本セミナーでは、最近の景品表示法違反事件の摘発の傾向、平成26年の景表法改正が実務に与えている影響、課徴金を含めた、景品表示
法の執行強化に対して、事業者としてどのように取り組むべきかについて、実務的な観点からわかりやすく解説させて頂きます。



ウエストロー・ジャパン株式会社は、新日本法規出版株式会社とトムソン・ロイターの合弁会社です。

ウエストロー・ジャパン株式会社
商品詳細：www.westlawjapan.com  お問い合わせ：info@westlawjapan.com　0120-100-482（月～金9:00～18:00）
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＊プログラム構成・内容は変更となる場合があります。予めご了承ください。

プログラム 

13：30～14：40 第一部
　　　　　　　　 ( 1 )景品表示法上の表示規制、平成26年の法改正の概要
　　　　　　　　 (2)最近の摘発事例の傾向
14：50～15：05 【製品紹介】法情報を収集することができる「Westlaw Japan」
　　　　　　　　　　　Westlaw Japanは、判例や法令だけでなくニュースや雑誌記事、書籍など幅広いコンテンツから法情報を収集することができます。活用例の事例
　　　　　　　　　　　を交えてWestlaw Japanの特徴をご紹介いたします。

15：05～15：15 コーヒーブレイク

15：15～16：45 第二部
　　　　　　　　 (3 )課徴金納付命令制度への実務対応
　　　　　　　　 (4)景品表示法違反事件への対応
　　　　　　　　 (5)平時の景品表示法コンプライアンス

16：45～17：00 質疑応答

TMI総合法律事務所
弁護士　白石 和泰（しらいし かずやす）
96年早稲田大学政治経済学部卒業。98年司法書士試験合格。03年弁護士登録。第二東京弁護士会情報公開・個人情報保護委員会委員。13年
米国ワシントン大学ロースクール（知的財産法コース）卒業。13年9月から14年5月まで、ワシントン州シアトルのDorsey&Whitney LLP及び
Bracewell LLPにて研修。14年7月から15年3月まで、外務省経済局政策課（日本企業支援室）にて、専門員として、日本企業の海外進出支援、法曹
の海外展開プロジェクト等を担当。16年1月よりTMI総合法律事務所パートナー。5年超に亘る大手電気通信事業者での駐在経験もあり、国内・
海外紛争対応をはじめ、個人情報保護法やサイバー（情報）セキュリティに関する法令を含むIT・情報・通信関連法、景表法等の消費者関連法、
契約法務をはじめとする一般企業法務、リスクマネジメント、M&A、労働等に関する法務等、幅広い分野を取り扱っている。

弁護士　藤井 大悟（ふじい だいご）
01年早稲田大学法学部卒業。04年より公正取引委員会事務総局に勤務し、審査局での違反事件審査の担当などに従事。08年東京大学法科
大学院修了。09年司法試験合格、同年弁護士登録。10年よりTMI総合法律事務所にて、独占禁止法違反事件、同法企業結合案件、景品表示法
違反事件等の対応に従事。18年 1月TMI総合法律事務所パートナー。


